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も
o
レ
融

青柳文雄先生略歴・主要著作目録

青
柳
　
文
雄
先
生
略
歴

明
治
四
四
年
二
月
七
日

昭
和
四
年
三
月

昭
和
一
〇
年
三
月

　
　
　
　
　
一
〇
月

昭
和
一
一
年
五
月

昭
和
一
二
年
一
二
月

昭
和
一
八
年
一
二
月

昭
和
二
一
年
七
月

昭
和
二
二
年
一
〇
月

昭
和
二
三
年
一
月

　
　
　
　
　
　
一
月

昭
和
二
四
年
六
月

昭
和
三
〇
年
四
月

昭
和
三
四
年
六
月

　
　
　
　
　
六
月

　
　
　
　
　
一
二
月

昭
和
三
五
年
一
月

東
京
都
港
区
飯
倉
に
生
ま
れ
る

暁
星
中
学
卒
業

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

高
等
文
官
試
験
司
法
科
合
格

司
法
官
試
補
に
任
命
さ
る

検
事
に
任
命
さ
る
（
東
京
、
山
形
、
千
葉
各
地
方
、
区
裁
判
所
等
各
検
事
局
に
在
勤
）

領
事
に
任
命
さ
る
（
漢
口
、
天
津
、
北
京
、
山
海
関
等
各
領
事
館
に
在
勤
）

検
事
に
復
職
（
東
京
地
方
、
区
裁
判
所
検
事
局
に
在
勤
）

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
講
師
（
昭
和
四
七
年
三
月
ま
で
）

最
高
裁
判
所
事
務
官
に
任
命
さ
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
諮
問
委
員
会
幹
事

最
高
裁
判
所
調
査
官
、
東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
任
命
さ
る

学
習
院
大
学
法
学
部
講
師
（
昭
和
三
八
年
三
月
ま
で
）

判
事
任
期
終
了

上
智
大
学
教
授
（
昭
和
四
四
年
三
月
ま
で
）

慶
鷹
義
塾
大
学
よ
り
法
学
博
士
の
学
位
を
受
け
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
（
昭
和
四
三
年
度
ま
で
）
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昭
和
三
八
年
四
月

　
　
　
　
　
七
月

昭
和
三
九
年
八
月

昭
和
四
〇
年
四
月

昭
和
四
一
年
七
月

昭
和
四
三
年
四
月

昭
和
四
四
年
四
月

　
　
　
　
　
七
月

昭
和
四
七
年
四
月

　
　
　
　
　
四
月

昭
和
四
八
年
一
月

昭
和
五
一
年
四
月

　
　
　
　
　
四
月

昭
和
五
六
年
四
月

昭
和
五
七
年
四
月

　
　
　
　
　
八
月

　
　
　
　
　
一
〇
月

昭
和
五
九
年
四
月

昭
和
六
一
年
一
二
月
二
八
日

慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
講
師
（
昭
和
四
三
年
三
月
ま
で
）

法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
委
員

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員

上
智
大
学
法
学
部
長

最
高
裁
判
所
一
般
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
臨
時
委
員

警
察
大
学
校
特
別
捜
査
幹
部
研
修
所
講
師

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
任
命
さ
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
委
員

慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
（
法
学
部
）
兼
大
学
院
法
学
研
究
科
委
員
（
昭
和
五
一
年
三
月
ま
で
）

駒
沢
大
学
大
学
院
講
師
（
昭
和
四
九
年
三
月
ま
で
）

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
（
昭
和
五
五
年
度
ま
で
）

上
智
大
学
教
授
（
法
学
部
）
（
昭
和
五
六
年
三
月
ま
で
）
・
筑
波
大
学
大
学
院
講
師
（
昭
和
五
六
年
三
月
ま
で
）

弁
護
士
登
録
（
東
京
第
一
一
弁
護
士
会
）

立
正
大
学
客
員
教
授
（
法
学
部
）

日
本
医
師
会
医
師
賠
償
責
任
保
険
調
査
委
員
（
昭
和
六
一
年
三
月
ま
で
）

同
医
事
法
関
係
検
討
委
員
会
委
員
（
昭
和
五
九
年
三
月
ま
で
）

警
察
大
学
校
講
師

日
本
医
師
会
参
与
（
昭
和
六
一
年
三
月
ま
で
）

逝
去
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青
柳
　
文
雄
先
生
主
要
著
作
目
録

　
　
著
　
　
書

新
刑
事
訴
訟
法
要
綱

刑
事
訴
訟
法
通
論

増
訂
刑
事
訴
訟
法
通
論

犯
罪
の
個
数
の
訴
訟
法
的
考
察
「
司
法
研
修
所
資
料
」
四
号
所
収

全
訂
刑
事
訴
訟
法
通
論
（
上
×
下
）

刑
法
各
論

証
拠
法
の
基
本
問
題
（
上
）
　
エ
ド
ム
ソ
ド
・
M
・
モ
ヨ
ガ
ソ
（
翻
訳
）
「
法
務
資
料
」

証
拠
法
の
基
本
間
題
（
下
）
　
エ
ド
ム
ソ
ド
・
M
・
モ
ー
ガ
ソ
（
翻
訳
）
「
法
務
資
料
」

新
訂
刑
事
訴
訟
法
通
論
　
上
中
下
三
冊
、
新
訂
版
合
冊

刑
法
通
論
H
　
各
論

刑
法
通
論
－
　
総
論

犯
罪
と
わ
が
国
民
性

犯
罪
と
証
明

続
犯
罪
と
わ
が
国
民
性

日
本
刑
法
論

刑
事
訴
訟
法
入
門

三
四
九
号
所
収

三
五
四
号
所
収

　
　
　
　
　
東
洋
書
館

　
　
　
　
　
立
花
書
房

　
　
　
　
　
立
花
書
房

　
　
　
　
司
法
研
修
所

　
　
　
　
　
立
花
書
房

　
　
　
　
　
泉
文
堂

法
務
大
臣
官
房
調
査
課

法
務
大
臣
官
房
調
査
課

　
　
　
　
　
立
花
書
房

　
　
　
　
　
泉
文
堂

　
　
　
　
　
泉
文
堂

　
　
　
　
　
一
粒
社

　
　
　
　
　
有
斐
閣

　
　
　
　
　
一
粒
社

　
　
　
　
　
成
文
堂

　
　
　
　
　
慶
鷹
通
信

昭
和
二
三
年

昭
和
二
四
年

昭
和
二
六
年

曜
和
二
六
年

昭
和
二
九
年

昭
和
三
〇
年

昭
和
三
三
年

昭
和
三
四
年

昭
和
三
七
年

昭
和
三
八
年

昭
和
四
〇
年

昭
和
四
四
年

昭
和
四
七
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
九
年

　
7

一
　
7

隅
　
2
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刑
事
裁
判
と
国
民
性
（
機
能
編
）

五
訂
刑
事
訴
訟
法
通
論
（
上
）
（
下
）

刑
事
裁
判
と
国
民
性
（
理
論
編
）

警
察
官
の
た
め
の
証
拠
法
　
F
・
E

刑
事
裁
判
と
国
民
性
（
総
括
編
）

日
本
人
の
罪
と
罰

は
だ
か
の
王
様
・
日
本
人

日
本
人
の
犯
罪
意
識

・
イ
ン
ボ
ー
“
M

・
E
・
ア
ス
ペ
ン
腿
F
・
キ
ャ
リ
ソ
ト
ン
（
翻
訳
）

　
成
文
堂
　
昭
和
五
〇
年

　
立
花
書
房
昭
和
五
一
年

　
慶
鷹
通
信
昭
和
五
一
年

　
立
花
書
房
昭
和
五
二
年

　
有
斐
閣
　
昭
和
五
四
年

第
一
法
規
昭
和
五
五
年

　
立
花
書
房
　
昭
和
五
八
年

中
央
公
論
社
昭
和
六
一
年

　
　
論
　
　
考

刑
事
訴
訟
規
則
に
つ
い
て

黙
秘
権
の
本
質

証
明
力
を
争
う
証
拠
と
立
証
趣
旨
の
転
換

現
行
刑
訴
の
控
訴
審
に
お
け
る
事
実
の
取
調

新
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
に
つ
い
て
（
座
談
会
）

事
実
認
定
の
難
し
さ

共
同
審
判
に
つ
い
て

英
米
法
に
お
け
る
故
意
・
過
失

挙
証
責
任

心
神
喪
失
、
心
神
耗
弱
の
理
論
と
実
際
（
一
×
二
完
）

フ
ラ
ソ
ス
に
お
け
る
犯
罪
少
年
及
び
虞
犯
少
年
の
処
遇

自
白
の
任
意
性
と
信
用
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
新
報
七
五
三
号

　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
昭
和
二
五
年
一
二
月
号

　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
昭
和
二
六
年
二
、
三
月
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
三
巻
一
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
新
報
七
六
〇
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
四
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
四
巻
一
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
二
六
巻
九
号

日
本
刑
法
学
会
編
「
刑
事
法
講
座
」
六
巻
所
収
　
有
斐
閣

　
　
　
　
　
法
曹
時
報
六
巻
一
二
号
七
巻
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
二
八
巻
一
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
公
論
一
一
巻
二
号

昭
和
二
四
年

昭
和
二
五
年

曹
昭
和
二
六
年

昭
和
二
六
年

昭
和
二
七
年

昭
和
二
七
年

昭
和
二
七
年

昭
和
二
八
年

昭
和
二
八
年

昭
和
二
九
年
・
三
〇
年

　
　
　
　
昭
和
三
〇
年

　
　
　
　
昭
和
三
一
年
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準
起
訴
手
続
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
九
巻
七
号

刑
事
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
　
　
　
　
　
垂
水
克
己
、
兼
子
一
等
編
「
訴
訟
と
裁
判
、
岩
松
裁
判
官
還
暦
記
念
」
所
収
有
斐
閣

上
告
審
の
手
続
及
び
裁
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
団
藤
重
光
編
「
法
律
実
務
講
座
刑
事
編
」
一
一
巻
所
収
　
有
斐
閣

裁
判
批
判
の
是
非
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
公
論
＝
巻
一
〇
号

上
訴
審
に
お
け
る
自
由
心
証
の
控
制
（
一
）
（
二
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
八
巻
一
〇
号
二
号

刑
訴
の
証
拠
に
関
す
る
規
定
は
改
正
す
べ
き
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
〇
巻
三
号

カ
ト
リ
ッ
ク
の
刑
罰
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
〇
巻
二
号

自
然
法
と
死
刑
廃
止
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
紀
八
五
号

伝
聞
法
則
に
お
け
る
証
拠
能
力
と
証
明
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
一
巻
五
号

い
わ
ゆ
る
「
暁
に
祈
る
」
事
件
の
上
告
審
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
七
号

フ
ラ
ソ
ス
刑
事
訴
訟
法
改
正
草
案
（
一
×
二
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
一
巻
九
号
一
〇
号

押
収
捜
索
許
可
状
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綜
合
法
学
一
巻
七
号

訴
訟
手
続
の
畷
疵
の
治
癒
　
　
　
　
　
　
　
佐
伯
千
倣
、
団
藤
重
光
編
「
総
合
判
例
研
究
叢
書
（
刑
事
訴
訟
法
）
』
四
巻
所
収
　
有
斐
閣

期
待
可
能
性
理
論
の
実
践
的
評
価
－
不
法
監
禁
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
二
巻
一
号

刑
法
の
諸
機
能
の
具
体
的
定
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
二
巻
三
号

捜
査
に
お
け
る
当
事
者
主
義
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
一
二
巻
四
号

不
作
為
犯
、
過
失
犯
に
お
け
る
刑
法
の
保
障
的
機
能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
二
巻
六
号

”
広
津
評
決
”
の
検
討
ー
広
津
和
郎
著
「
松
川
裁
判
」
は
真
実
を
衝
い
て
い
る
か
ー
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
松
川
事
件
一
九
四
号
の
二

松
川
事
件
の
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
二
巻
一
〇
号

刑
訴
四
四
一
条
三
号
に
よ
る
破
棄
判
決
（
一
）
（
二
×
三
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
時
報
一
九
八
号
一
九
九
号
二
〇
〇
号

法
の
支
配
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
由
と
正
義
一
〇
巻
一
一
号

昭
和
三
一
年

昭
和
三
一
年

昭
和
一
三
年

昭
和
三
一
年

昭
和
一
三
年

昭
和
三
二
年

昭
和
三
二
年

昭
和
三
二
年

昭
和
三
三
年

昭
和
三
三
年

昭
和
三
三
年

昭
和
三
三
年

昭
和
三
三
年

暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
違
反
被
告
事
件
の
最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決
に
つ
い
て
ー

昭
和
三
四
年

昭
和
三
四
年

昭
和
三
四
年

昭
和
三
四
年

昭
和
三
四
年

昭
和
三
四
年

昭
和
三
四
年

昭
和
三
四
年
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［
懲
隷
囎
納
…
…
i
…
…
…
…
…
麟
螺
壌
翻

　
供
述
の
任
意
性
1
小
島
事
件
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
O
O
号

　
公
判
中
心
主
義
の
課
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
一
二
巻
四
号

　
事
実
の
錯
誤
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
三
巻
五
号

　
陪
審
制
、
参
審
制
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
智
法
学
論
集
四
巻
一
号

　
準
備
草
案
第
一
一
条
か
ら
第
一
六
条
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綜
合
法
学
二
四
号

　
捜
索
令
状
を
発
す
る
司
法
官
憲
の
法
令
審
査
権
の
有
無
－
昭
和
三
五
年
五
月
二
日
東
京
地
裁
刑
事
コ
一
蔀
の
決
定
に
つ
い
て
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
三
巻
七
号

　
不
動
産
二
重
売
買
と
横
領
罪
ー
共
犯
の
不
成
立
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
ニ
号
の
二

　
騒
擾
の
概
念
の
考
察
ー
最
高
裁
の
平
事
件
の
判
決
を
め
ぐ
っ
て
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
一
四
巻
二
号

　
伝
聞
証
拠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綜
合
法
学
三
四
号

　
自
由
心
証
主
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
三
号

　
文
書
の
押
収
、
捜
索
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
三
八
号

　
控
訴
審
に
お
け
る
事
実
の
取
調
ー
諏
訪
メ
モ
を
め
ぐ
っ
て
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
教
室
一
号

　
公
平
な
裁
判
所
の
理
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
四
巻
八
号

　
松
川
裁
判
の
み
か
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
四
巻
九
号

　
松
川
事
件
の
問
題
点
i
仙
台
高
裁
判
決
を
中
心
と
し
て
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
由
と
正
義
二
一
巻
一
〇
号

　
偽
証
罪
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
智
法
学
論
集
五
巻
二
号

　
松
川
事
件
の
捜
査
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
一
四
巻
一
一
号

　
松
川
事
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
公
論
一
六
巻
一
三
号

　
門
田
判
決
の
検
討
！
．
門
田
判
決
”
は
真
実
を
衝
い
て
い
る
か
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
三
九
号

昭
和
三
四
年

昭
和
三
五
年

昭
和
三
五
年

昭
和
三
五
年

昭
和
三
五
年

昭
和
三
五
年

昭
和
三
五
年

昭
和
三
五
年

昭
和
三
五
年

昭
和
三
六
年

昭
和
三
六
年

昭
和
三
六
年

昭
和
三
六
年

昭
和
三
六
年

昭
和
三
六
年

昭
和
三
六
年

昭
和
三
六
年

昭
和
三
六
年

昭
和
三
六
年

昭
和
三
六
年

昭
和
三
六
年
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捜
査
段
階
の
拘
束

現
行
犯
概
念
の
検
討

自
手
犯
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察

財
産
犯
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
問
題

社
会
相
当
性
に
つ
い
て
の
実
務
的
考
察

昭
和
巌
窟
王
再
審
事
件
の
論
争

控
訴

旧
刑
訴
事
件
の
再
審
の
準
拠
法
ー
日
本
巌
窟
王
事
件
－

刑
事
法
に
お
け
る
時
効
制
度

期
待
可
能
性
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察

弁
護
人
の
権
限

未
必
の
故
意
の
再
検
討

税
法
上
の
質
問
検
査
権
と
犯
則
調
査

再
審
制
度
に
つ
い
て

訴
訟
の
理
想
と
現
実
（
上
×
下
）

麻
薬
犯
罪
と
囮
捜
査

司
法
権
と
警
察
権
の
間
題
点

松
川
事
件
最
終
判
決

傾
向
犯
に
つ
い
て

松
川
事
件
雑
感

司
法
権
の
予
防
作
用

松
川
事
件
と
弁
護
活
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
五
巻
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
一
五
巻
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
智
法
学
論
集
六
巻
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綜
合
法
学
五
巻
一
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
五
巻
一
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
五
巻
一
二
号

日
本
刑
法
学
会
編
「
刑
事
訴
訟
法
演
習
」
所
収
　
有
斐
閣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
評
論
五
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綜
合
法
学
六
巻
二
号

上
智
大
学
編
「
伝
統
と
創
造
」
所
収
　
上
智
大
学
出
版
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
教
室
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
一
五
巻
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
税
経
通
信
一
八
巻
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
一
五
巻
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
七
六
号
二
七
七
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
一
六
巻
七
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
早
稲
田
公
論
六
三
年
一
〇
月
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
評
論
六
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
六
巻
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
八
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
智
法
学
論
集
七
巻
一
・
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
由
と
正
義
一
四
巻
一
一
号

昭
和
三
七
年

昭
和
三
七
年

昭
和
三
七
年

昭
和
三
七
年

昭
和
三
七
年

昭
和
三
七
年

昭
和
三
七
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年
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刑
事
警
察
の
在
り
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綜
合
法
学
六
巻
七
号

疑
わ
し
き
は
罰
せ
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
由
五
巻
一
一
号

裁
判
批
判
の
限
界
（
松
川
事
件
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
三
五
巻
一
一
号

証
拠
の
集
取
と
評
価
ー
松
川
事
件
を
顧
み
て
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
六
巻
一
一
号

訴
訟
の
促
進
と
捜
査
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
一
六
巻
一
二
号

死
刑
存
置
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
七
巻
一
号

控
訴
審
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綜
合
法
学
七
巻
六
号

自
白
の
証
拠
能
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
〇
〇
号

上
告
審
に
お
け
る
自
由
心
証
の
控
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刑
法
雑
誌
二
・
三
・
四
号

責
任
無
能
力
を
理
由
と
す
る
無
罪
判
決
と
刑
事
補
償
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
時
報
三
七
八
号

共
犯
理
論
と
証
拠
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
植
松
正
等
編
「
現
代
の
共
犯
理
論
　
斎
藤
金
作
博
士
還
暦
祝
賀
」
所
収
　
有
斐
閣

量
刑
の
手
続
と
判
決
前
調
査
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
刑
法
学
会
編
「
刑
事
訴
訟
法
講
座
」
二
巻
所
収
有
斐
閣

上
訴
審
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
刑
法
学
会
編
「
刑
事
訴
訟
法
講
座
」
三
巻
所
収
有
斐
閣

刑
事
裁
判
に
お
け
る
自
由
心
証
　
　
　
　
佐
伯
千
倣
、
団
藤
重
光
編
「
総
合
判
例
研
究
叢
書
（
刑
事
訴
訟
法
）
』
五
巻
所
収
有
斐
閣

法
廷
秩
序
維
持
法
の
合
憲
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
号

択
一
的
認
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
号

実
務
刑
法
の
見
地
か
ら
見
た
共
犯
－
理
論
と
立
法
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
二
二
号

現
代
の
犯
罪
と
人
間
像
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
紀
一
七
七
号

捜
査
構
造
論
と
そ
の
批
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
二
〇
〇
号

供
述
の
任
意
性
（
小
島
事
件
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
号

司
法
試
験
法
の
改
正
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ぽ
一
八
巻
四
号

自
由
刑
と
わ
が
国
民
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
八
巻
四
号

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
九
年

昭
和
三
九
年

昭
和
三
九
年

昭
和
三
九
年

昭
和
三
九
年

昭
和
三
九
年

昭
和
三
九
年

昭
和
三
九
年

昭
和
三
九
年

昭
和
四
〇
年

昭
和
四
〇
年

昭
和
四
〇
年

昭
和
四
〇
年

昭
和
四
〇
年

昭
和
四
〇
年

昭
和
四
〇
年

昭
和
四
〇
年
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不
動
産
二
重
売
買
と
横
領
罪
ー
共
犯
の
不
成
立
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
号
　
昭
和
四
〇
年

弁
護
人
と
の
接
見
交
通
に
つ
い
て
（
捜
査
を
め
ぐ
る
諸
問
題
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
一
八
巻
五
号
　
昭
和
四
〇
年

独
立
教
唆
罪
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
八
巻
八
号
　
昭
和
四
〇
年

証
明
ー
丸
正
事
件
を
め
ぐ
っ
て
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
タ
イ
ム
ス
一
六
巻
二
号
　
昭
和
四
〇
年

犯
罪
の
諸
要
素
と
わ
が
国
民
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刑
法
雑
誌
一
四
巻
二
号
　
昭
和
四
〇
年

八
海
事
件
の
間
題
点
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
八
巻
一
〇
号
　
昭
和
四
〇
年

交
互
尋
問
の
間
題
点
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
二
一
四
号
　
昭
和
四
一
年

刑
事
訴
訟
の
あ
る
断
面
ー
カ
ト
リ
ッ
ク
者
の
立
場
か
ら
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
紀
一
九
三
号
　
昭
和
四
一
年

実
体
の
形
成
と
わ
が
国
民
性
－
刑
訴
に
お
け
る
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
智
法
学
論
集
一
〇
巻
一
号
　
昭
和
四
一
年

法
学
教
育
と
わ
が
国
民
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
五
六
号
昭
和
四
一
年

手
続
の
形
成
と
わ
が
国
民
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
学
研
究
三
九
巻
一
〇
号
昭
和
四
一
年

被
疑
者
と
弁
護
人
と
の
接
見
交
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
一
九
巻
一
一
号
　
昭
和
四
一
年

無
過
失
の
刑
事
責
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
青
木
清
相
等
編
「
過
失
犯
ω
　
日
沖
憲
郎
博
士
還
暦
祝
賀
」
所
収
　
有
斐
閣
　
昭
和
四
一
年

少
年
法
改
正
を
め
ぐ
る
論
争
の
批
判
と
提
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
〇
巻
一
号
　
昭
和
四
二
年

再
審
制
度
へ
の
疑
問
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
タ
イ
ム
ス
一
八
巻
四
号
　
昭
和
四
二
年

検
挙
前
に
お
け
る
犯
人
の
心
理
i
異
常
言
動
の
考
察
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
二
〇
巻
六
号
　
昭
和
四
二
年

訴
訟
の
組
織
と
わ
が
国
民
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
一
九
巻
八
号
　
昭
和
四
二
年

犯
罪
と
わ
が
国
民
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
〇
巻
一
二
号
昭
和
四
二
年

起
訴
さ
れ
ざ
る
事
実
と
量
刑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
七
三
号
　
昭
和
四
二
年

財
産
罪
と
わ
が
国
民
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
二
一
巻
一
号
　
昭
和
四
三
年

集
団
暴
力
犯
罪
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
二
三
五
号
　
昭
和
四
三
年

手
続
と
実
体
に
関
す
る
資
料
－
殺
人
罪
・
傷
害
致
死
罪
に
つ
い
て
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
智
法
学
論
集
一
一
巻
二
・
三
号
　
昭
和
四
三
年
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ピ
ケ
と
逆
ピ
ケ
の
限
界

家
庭
裁
判
所
を
経
由
し
な
い
少
年
事
件
の
起
訴
と
非
常
上
告

業
務
上
横
領
罪
1
そ
の
「
業
務
」
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
（
判
例
と
学
説
・
刑
法
）

手
続
と
実
体
に
関
す
る
資
料
－
強
盗
、
恐
喝
、
詐
欺
罪
に
つ
い
て
ー

多
数
被
告
事
件
に
関
す
る
立
法
問
題

訴
因
の
機
能

刑
事
訴
訟
の
理
論
と
現
実

国
外
犯
に
つ
い
て

刑
罰
と
わ
が
国
民
性

い
わ
ゆ
る
別
件
逮
捕
と
報
道

礼
拝
所
及
び
墳
墓
に
関
す
る
罪
ー
そ
の
日
本
的
特
色
に
つ
い
て
1

手
形
の
偽
造
と
虚
偽
記
入

担
保
に
入
れ
た
国
鉄
年
金
証
書
の
騙
取
と
詐
欺
罪

事
後
審
の
理
論
と
実
際

責
任
論
へ
の
国
民
性
の
投
影

訴
追
委
・
公
選
法
問
題
と
野
党

違
法
観
の
日
本
的
特
色

法
廷
秩
序
維
持
法
の
監
置
の
合
憲
性

共
犯
と
集
団
犯
（
一
）
（
二
完
）

道
交
法
と
デ
モ
規
制
ー
佐
世
保
原
潜
i

常
習
犯
か
常
習
犯
人
か

控
訴
審
に
お
け
る
事
実
判
断
　
　
　
　
　
　
　
鴨
良
弼
等
編
「
刑
法
と
科
学

法
律
編

　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ぽ
二
一
巻
五
号

　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
九
八
号

　
　
　
　
法
学
セ
ミ
ナ
ー

一
五
三
号

　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
一
七
号

　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
二
巻
四
号

　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
二
巻
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
二
五
二
号

　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
二
巻
七
号

　
　
　
　
　
　
刑
政
八
○
巻
一
〇
号

　
　
　
　
　
　
判
例
時
報
五
七
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
二
六
五
号

　
　
　
　
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
七
号

　
　
　
　
　
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
七
号

　
　
　
　
　
法
曹
時
報
一
三
巻
一
一
号

　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
三
巻
一
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
前
衛
三
一
八
号

　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
四
巻
三
号

　
　
　
　
　
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
二
号

　
　
　
　
　
研
修
二
七
三
号
二
七
四
号

　
　
　
　
　
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
三
号

　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
二
八
O
号

植
松
博
士
還
暦
祝
賀
」
所
収
有
斐
閣

昭
和
四
三
年

昭
和
四
三
年

昭
和
四
三
年

昭
和
四
四
年

昭
和
四
四
年

昭
和
四
四
年

昭
和
四
四
年

昭
和
四
四
年

昭
和
四
四
年

昭
和
四
五
年

昭
和
四
五
年

昭
和
四
五
年

昭
和
四
五
年

昭
和
四
五
年

昭
和
四
五
年

昭
和
四
六
年

昭
和
四
六
年

昭
和
四
六
年

昭
和
四
六
年

昭
和
四
六
年

昭
和
四
六
年

昭
和
四
六
年
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青柳文雄先生略歴・主要著作目録

刑
の
一
般
的
基
準
－
国
民
性
か
ら
考
え
て
ー

自
白
に
お
け
る
理
論
と
実
際

業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
－
特
に
そ
の
日
本
的
特
色
に
つ
い
て
ー

共
犯
に
お
け
る
日
本
的
特
色

判
例
か
ら
見
た
中
止
犯

控
訴
審
に
お
け
る
職
権
調
査
の
範
囲

訴
訟
に
お
け
る
甘
え
の
構
造

英
米
法
に
お
け
る
公
訴
の
提
起
ー
大
陸
法
と
の
比
較
に
お
い
て
ー

岩
田
誠
著
「
あ
る
裁
判
官
の
思
索
と
意
見
」
を
読
ん
で

交
通
事
件
受
刑
者
に
つ
い
て
の
訴
訟
手
続
の
意
識
調
査

耕
助
の
可
罰
性

「
い
つ
そ
」
の
論
理
と
未
必
の
故
意

刑
事
手
続
と
基
本
的
人
権

起
訴
さ
れ
ざ
る
事
実
と
量
刑

家
庭
裁
判
所
を
経
由
し
な
い
少
年
事
件
の
起
訴
と
非
常
上
告

自
殺
と
法
律

判
例
に
現
わ
れ
た
余
罪
の
理
論

刑
事
手
続
論
－
大
陸
型
と
英
米
型
の
調
和
の
試
論
－

東
洋
的
道
義
と
西
洋
的
倫
理
f
刑
法
の
背
後
に
あ
る
も
の

内
観
法
と
国
民
性
－
特
に
刑
法
、
刑
訴
法
の
見
地
か
ら
ー

わ
い
せ
つ
罪
に
つ
い
て

法
律
上
の
自
白
と
宗
教
上
の
告
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
罪
と
罰
九
巻
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
五
巻
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
二
四
巻
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
五
巻
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
二
五
巻
六
号

　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
七
月
一
〇
日
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
五
巻
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
五
巻
一
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
時
報
六
八
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
二
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
六
巻
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
二
九
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
六
巻
五
号

ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
昭
和
四
一
・
四
二
年
度
重
要
判
例
解
説

ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
昭
和
四
一
・
四
二
年
度
重
要
判
例
解
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
紀
二
七
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
二
六
巻
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
二
五
巻
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
六
巻
一
〇
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
七
巻
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
紀
二
八
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
紀
二
八
七
号

昭
和
四
七
年

昭
和
四
七
年

昭
和
四
七
年

昭
和
四
七
年

昭
和
四
七
年

昭
和
四
七
年

昭
和
四
七
年

昭
和
四
七
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
九
年

昭
和
四
九
年

昭
和
四
九
年
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違
法
に
集
取
し
た
物
の
証
拠
能
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
二
七
巻
五
号

糺
問
的
捜
査
観
と
弾
劾
的
捜
査
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
三
一
二
号

被
疑
事
実
の
告
知
と
黙
秘
権
の
告
知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
二
七
巻
六
号

わ
が
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
生
理
と
病
理
（
上
）
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
二
六
巻
六
号
七
号

現
行
刑
事
訴
訟
法
と
再
審
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刑
法
雑
誌
二
〇
巻
一
号

刑
法
の
基
本
原
理
ー
罪
刑
法
定
主
義
・
責
任
主
義
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
七
巻
九
号

刑
事
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
主
義
極
端
化
へ
の
疑
問
；
最
高
裁
判
例
を
中
心
と
し
て
ー
（
上
）
（
下
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
六
九
号
五
七
〇
号

刑
事
手
続
特
に
上
訴
制
度
と
刑
罰
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
七
巻
九
号

交
通
事
犯
と
犯
罪
の
個
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
時
報
七
五
三
号

鑑
定
と
検
証
－
英
米
法
と
大
陸
法
の
差
異
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
二
七
巻
一
一
号

刑
事
裁
判
の
確
定
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
八
巻
一
号

故
意
犯
受
刑
者
の
訴
訟
手
続
の
意
識
調
査
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
八
四
号

刑
事
裁
判
で
の
嘘
と
真
実
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
紀
二
九
九
号

英
米
型
審
理
と
大
陸
型
審
理
ー
日
本
型
審
理
の
探
究
1
（
上
）
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
二
七
巻
六
号
七
号

自
首
と
自
白
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
時
の
法
令
八
九
八
号

刑
事
司
法
に
お
け
る
正
義
と
刑
事
司
法
に
よ
る
正
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
二
八
巻
九
号

供
述
証
拠
に
つ
い
て
の
イ
ギ
リ
ス
法
と
ア
メ
リ
カ
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
八
巻
八
号

素
人
裁
判
官
の
心
証
と
玄
人
裁
判
官
の
心
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
三
二
七
号

現
行
犯
概
念
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
二
八
巻
二
号

安
楽
死
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
二
九
巻
二
号

罪
数
論
ー
観
念
的
競
合
と
併
合
罪
を
中
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刑
法
雑
誌
二
一
巻
二
号

故
意
と
過
失
の
分
界
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
二
八
巻
六
号

昭
和
四
九
年

昭
和
四
九
年

昭
和
四
九
年

昭
和
四
九
年

昭
和
四
九
年

昭
和
四
九
年

昭
和
四
九
年

昭
和
四
九
年

昭
和
四
九
年

昭
和
四
九
年

昭
和
五
〇
年

昭
和
五
〇
年

昭
和
五
〇
年

昭
和
五
〇
年

昭
和
五
〇
年

昭
和
五
〇
年

昭
和
五
〇
年

昭
和
五
〇
年

昭
和
五
〇
年

昭
和
五
一
年

昭
和
五
一
年

昭
和
五
一
年
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黙
秘
権
と
偽
証
罪
－
犯
罪
捜
査
と
国
政
調
査
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
由
と
正
義
二
七
巻
一
〇
号

訴
因
を
め
ぐ
る
理
論
と
実
際
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
九
巻
一
一
号

刑
事
再
審
と
証
拠
法
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
九
巻
一
二
号

供
述
証
拠
の
表
と
裏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
三
三
七
号

明
治
期
に
お
け
る
フ
ラ
ソ
ス
刑
訴
の
受
容
と
修
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
五
〇
巻
二
号

フ
ラ
ン
ス
刑
訴
・
ド
イ
ッ
刑
訴
の
特
色
ー
治
罪
法
・
明
治
刑
訴
・
大
正
刑
訴
へ
の
影
響
を
通
じ
て
（
有
泉
享
教
授
退
職
記
念
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
智
法
学
論
集
二
〇
巻
三
号

当
事
者
主
義
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
条
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
二
九
巻
八
号

刑
事
免
責
の
研
究
（
特
別
捜
査
幹
部
研
修
所
創
立
一
〇
周
年
記
念
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
三
〇
巻
一
〇
号

偽
証
罪
再
論
－
議
院
証
言
法
に
お
け
る
偽
証
罪
と
の
関
係
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
五
〇
巻
一
二
号

訴
訟
条
件
と
し
て
の
告
発
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
三
一
巻
三
号

外
国
の
裁
判
機
関
に
よ
る
証
人
の
尋
問
ー
わ
が
伝
聞
法
則
の
再
検
討
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
智
法
学
論
集
二
一
巻
二
号
・
三
号

日
本
人
と
和
合
の
心
情
－
刑
事
訴
訟
法
と
の
関
連
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
三
〇
巻
六
号

事
後
審
と
し
て
の
事
実
審
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
智
法
学
論
集
二
二
巻
三
号

我
が
国
に
お
け
る
暴
力
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
三
二
巻
五
号

新
旧
刑
訴
の
連
続
性
と
非
連
続
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
三
一
巻
五
号

日
本
の
国
民
性
か
ら
見
た
法
曹
四
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
〇
〇
号

わ
が
国
民
性
と
司
法
参
加
－
陪
審
か
参
審
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
由
と
正
義
三
〇
巻
一
〇
号

事
後
審
と
し
て
の
事
実
審
の
限
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
時
報
九
六
七
号

医
療
過
誤
事
件
に
お
け
る
鑑
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
時
報
九
七
七
号

法
医
及
び
医
事
鑑
定
ー
医
学
と
法
学
の
接
点
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
三
八
七
号

中
国
の
法
治
主
義
の
前
途
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
三
九
九
号

昭
和
五
一
年

昭
和
五
一
年

昭
和
五
一
年

昭
和
五
一
年

昭
和
五
二
年

昭
和
五
二
年

昭
和
五
二
年

昭
和
五
二
年

昭
和
五
二
年

昭
和
五
三
年

昭
和
五
三
年

昭
和
五
三
年

昭
和
五
四
年

昭
和
五
四
年

昭
和
五
四
年

昭
和
五
四
年

昭
和
五
四
年

昭
和
五
五
年

昭
和
五
五
年

昭
和
五
五
年

昭
和
五
五
年
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現
代
の
検
察
－
目
本
検
察
の
実
態
と
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
（
総
合
特
集
シ
リ
ー
ズ
一
六
）
「
日
本
の
検
察
」

医
療
過
誤
事
件
の
捜
査
と
裁
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
学
論
集
三
四
巻
九
号

生
物
学
の
新
発
展
と
人
権
－
生
物
学
・
医
学
・
法
学
接
点
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
時
報
一
〇
〇
九
号

医
療
と
人
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
三
三
巻
九
号

改
正
刑
法
草
案
の
保
安
処
分
と
精
神
衛
生
法
に
よ
る
入
院
の
関
連
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
四
巻
一
〇
号

慰
籍
料
・
過
失
利
益
の
判
例
へ
の
疑
問
－
刑
事
法
専
攻
者
の
視
点
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
時
報
一
〇
四
一
号

刑
訴
法
の
受
容
と
土
着
化
－
医
学
・
医
療
と
の
対
比
で
ー
　
　
「
刑
事
裁
判
の
諸
間
題
」
岩
田
誠
先
生
傘
寿
祝
賀
記
念
論
文
集
所
収

医
師
の
説
明
義
務
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
正
法
学
一
六
巻
一
号
・
二
号

死
刑
制
度
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
由
と
正
義
三
三
巻
一
二
号

医
療
過
誤
ー
業
過
と
不
法
行
為
の
接
点
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
四
一
三
号

箕
面
忠
魂
碑
判
決
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
紀
三
九
六
号

医
療
に
お
け
る
治
癒
期
待
権
へ
の
疑
問
－
刑
事
法
専
攻
者
の
視
点
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
五
六
巻
一
〇
号

医
療
過
誤
と
信
頼
の
原
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
四
二
四
号

医
療
過
誤
訴
訟
の
日
本
的
特
色
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
（
第
一
巻
）
所
収

行
為
の
不
法
性
－
刑
事
法
専
攻
者
の
視
角
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
時
報
一
一
二
八
号

出
生
お
よ
び
死
亡
に
お
け
る
医
療
の
限
界
－
殺
人
罪
、
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
の
可
罰
的
違
法
性
　
　
　
　
　
　
　
研
修
四
三
四
号

輸
血
と
患
者
の
承
諾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
四
四
七
号

複
数
主
体
の
医
療
に
関
す
る
民
事
責
任
・
刑
事
責
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
曹
時
報
三
七
巻
九
号

わ
い
せ
つ
性
の
判
断
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
安
と
外
勤
一
二
巻
二
号

日
本
人
の
法
意
識
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
公
論
四
一
巻
七
号

過
失
犯
の
拡
散
に
つ
い
て
ー
日
本
的
特
色
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
四
五
八
号

自
白
の
信
用
性
と
日
本
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
時
報
一
二
一
三
号

昭
和
五
六
年

昭
和
五
六
年

昭
和
五
六
年

昭
和
五
六
年

昭
和
五
六
年

昭
和
五
七
年

昭
和
五
七
年

昭
和
五
七
年

昭
和
五
七
年

昭
和
五
七
年

昭
和
五
八
年

昭
和
五
九
年

昭
和
五
九
年

昭
和
五
九
年

昭
和
五
九
年

昭
和
五
九
年

昭
和
六
〇
年

昭
和
六
〇
年

昭
和
六
一
年

昭
和
六
一
年

昭
和
六
一
年

昭
和
六
二
年
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